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○ 山形市最低制限価格制度取扱要領 
 

（趣旨） 

第１条  この要領は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０第２

項（法第１６７条の１３において準用する場合を含む。以下同じ。）の規定により最低制限

価格を設けて競争入札の落札者を決定することについて、その取扱に関し必要な事項を定

めるものとする。 

（定義） 

第２条  この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

（１）建設工事 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２条第１項に規定する建設工事

をいう。 

（２）工事関連業務委託 建設工事に係る調査、測量、設計及び監理等並びにこれに準ずる

ものの委託をいう。 

（３）業務委託 前号に定める工事関連業務委託以外の業務の委託をいう。 

（４）最低制限価格 地方自治法施行令第１６７条の１０第２項に規定する最低制限価格を

いう。 

（対象） 

第３条  この要領は、その設計金額が２００万円を超える建設工事の請負及び工事関連業務

委託並びにその設計金額が１００万円を超える業務委託のうち、施設の清掃業務、施設の

警備（人的）業務及び施設の設備運転管理業務の委託に係る競争入札に適用する。ただし、

最低制限価格を設定することが不適当であると認められる場合は、この限りでない。 

（最低制限価格） 

第４条  最低制限価格は、次の各号に掲げる契約の種類に応じそれぞれ当該各号に定める範

囲内において、別に定める方法により算出する。 

（１）建設工事の請負 予定価格（税抜）に１００分の８６を乗じて得た額から予定価格（税

抜）に１００分の９４を乗じて得た額まで 

（２）工事関連業務委託（次号に該当するものを除く。） 予定価格（税抜）に１００分の 

６０を乗じて得た額から予定価格（税抜）に１００分の８２を乗じて得た額まで 

（３）工事関連業務委託のうち、除間伐・枝打ち作業委託等 予定価格（税抜）に１００分

の６０を乗じて得た額から予定価格（税抜）に１００分の８０を乗じて得た額まで 

（４）業務委託 予定価格（税抜）に１００分の８０を乗じて得た額から予定価格（税抜）

に１００分の９０を乗じて得た額まで 

２  最低制限価格は、千円を単位として定める。 

３  契約担当者等は、予定価格を記載する書面の下部に「最低制限価格○○円」と記載する

ものとする。 

４ 最低制限価格は、入札後公表するものとし、公表の方法等については、別に定める。 

（落札者の決定等） 

第５条  入札執行者は、最低制限価格を下回る価格による入札が行われた場合は、当該入札

を行った者を落札者としないものとする。この場合において、入札執行者は、その者に対

して、地方自治法施行令第１６７条の１０第２項の規定により当該入札を行った者を落札

者としない旨を告げるものとする。 
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２  前項の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札

をした者があるときは、入札執行者は、これらの者のうち最低の価格をもって入札した者

を落札者とするものとする。 

３  入札執行者は、第１項の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の

価格をもって入札した者が存在しないときは、入札に参加した者に対して、落札者がいな

い旨を告げ、当該入札を終了するものとする。 

（最低制限価格の設定の周知） 

第６条  最低制限価格を設定したときは、入札に参加しようとする者に対し、当該契約に関

し最低制限価格が設定されていることを周知するものとする。 

（委任） 

第７条  この要領に定めるもののほか、最低制限価格の設定等に関し、必要な事項は、別に

定める。 

 

附 則 

この要領は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月３０日改正） 

この改正は、平成２４年４月１日から実施する。 

附 則（平成２６年３月１７日改正） 

この要領は、改正の日から施行し、平成２６年４月１日以降に入札に付する案件から

適用する。 

  附 則（平成２８年１２月１日改正） 

この要領は、改正の日から施行し、平成２９年１月１日以降に入札の公告又は指名通

知を行う案件について適用する。 

附 則（平成３１年３月２６日改正） 

この要領は、改正の日から施行し、平成３１年４月１日以降に入札の公告又は指名通

知を行う案件について適用する。 

附 則（令和５年１月２７日改正） 

この要領は、改正の日から施行し、令和５年４月１日以降に入札の公告又は指名通知

を行う案件について適用する。 

附 則（令和７年３月３１日改正） 

この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則（令和８年３月３１日改正） 

この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

 


